
議   第   ７  号 

平成２２年２月１７日提出 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

 熊本県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

                       連合長  幸 山 政 史 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

の一部を改正する条例 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１９年

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１項中「４０時間」を「３８時間４５分」に改め、同条第２項中「１６時

間から３２時間」を「１５時間３０分から３１時間」に改める。 

第３条第２項中「８時間」を「７時間４５分」に改める。 

第５条中「半日勤務時間」を「４時間の勤務時間」に改め、「（勤務日の勤務時間の

２分の１に相当する勤務時間として規定で定める勤務時間をいう。以下この条におい

て同じ。）」を削る。 

  

  附 則 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 

 



（提出理由） 

国家公務員の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第３３

号）の一部改正に準じ、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


